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橋本市生涯学習推進計画について 
 
１．策定時期 平成 28年３月 

２．計画期間 平成 28年度から平成 37年度（令和７年度） 10年間 

３．計画の位置づけと役割 

  「橋本市長期総合計画後期基本計画」（平成 25年３月策定）が掲げる目指すべき都

市像を実現するために、生涯学習推進の指針となる計画。 

  社会教育委員会議の提言を生かし、市の諸計画と連携、整合性を図り策定。 

４．計画の構成 

  推進目標 「人づくりはまち全体で行う」 

  基本理念 「人が育ちあう共育のまちづくり」 

  基本方針 １．学びの推進と学びの中での人づくり 

       ２．人がつながる地域の“わ”づくり 

       ３．市民が期待する生涯学習の環境づくり 

重点目標 １．共育コミュニティの推進 

       ２．ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進 

       ３．地域を創る話し合いの場づくりの推進 

５．生涯学習推進計画の見直しについて 

「計画全体の評価は、５年後に各施策・事業の進捗状況等について検証し見直しを行

う。」と P38、10～11行に記載があり、今年度見直しを行う。 

６．スケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７．検討課題 

・アンケート内容 

・５年間の各施策の評価方法 

・社会情勢や市の施策等にかかる動向の反映 

・コロナの影響 
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